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衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
セ
ク
ハ
ラ
罪
と
い
う
罪
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
現
行
法
令
に
お
い
て
、
「
セ
ク
ハ
ラ
罪
」
と
い
う
罪
は
存
在
し
な
い
。

す
な
わ
ち
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
は
、
例
え
ば
、
人
事
院
規
則
一
〇－

一
〇
（
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
の
防
止
等
）
第
二
条
第
一
号
に
お
い
て
、
他
の
者
を
不
快
に
さ
せ
る
職
場
に
お
け
る
性
的
な
言
動
及
び
職
員
が
他
の
職

員
を
不
快
に
さ
せ
る
職
場
外
に
お
け
る
性
的
な
言
動
を
い
う
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
に
該
当
し
得
る
行
為
に
は
多
様
な
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
行
為
を
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
し
て
処
罰

す
る
旨
を
規
定
し
た
刑
罰
法
令
は
存
在
し
な
い
。
な
お
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律

第
四
十
五
号
）
第
百
七
十
六
条
（
強
制
わ
い
せ
つ
）
等
の
刑
罰
法
令
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
犯
罪
が
成
立
し
得
る
が
、
そ

の
場
合
に
成
立
す
る
罪
は
、
当
該
刑
罰
法
令
に
規
定
さ
れ
た
強
制
わ
い
せ
つ
等
の
罪
で
あ
り
、
お
尋
ね
の
「
セ
ク
ハ
ラ
罪
」

で
は
な
い
。

四
か
ら
六
ま
で
に
つ
い
て

平
成
三
十
年
五
月
四
日
の
記
者
会
見
に
お
い
て
、
麻
生
国
務
大
臣
は
御
指
摘
の
「
殺
人
と
か
強
（
制
）
わ
い
（
せ
つ
）
と

一



は
違
う
」
と
は
述
べ
て
お
ら
ず
、
「
殺
人
と
か
傷
害
と
は
違
い
ま
す
」
と
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル

・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
対
す
る
同
大
臣
の
考
え
に
つ
い
て
は
、
同
大
臣
が
同
年
四
月
二
十
四
日
の
閣
議
後
記
者
会
見
に
お
い
て
、

「
セ
ク
ハ
ラ
疑
惑
に
つ
き
ま
し
て
は
、
セ
ク
ハ
ラ
は
、
被
害
女
性
の
尊
厳
や
人
権
を
侵
害
す
る
行
為
な
の
で
決
し
て
許
さ
れ

る
話
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
報
道
が
事
実
だ
と
す
れ
ば
、
セ
ク
ハ
ラ
に
該
当
す
る
と
い
う
意
味
で
ア
ウ
ト
、
こ
れ
は
最

初
か
ら
申
し
上
げ
た
と
お
り
で
す
」
と
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

二


